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相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

消費生活

消費生活センター 毎週月～金曜日
（毎月第2・4土曜日は電話相談のみ）

10：00～16：00
（窓口及び電話相談）

消費者トラブルに関する苦
情処理及び紛争解決のあっ
せん（消費生活相談員）

消費生活センター☎320-0666
行徳支所 第２・４火曜日 10：00～12：00

13：00～16：00
行徳支所市民相談室☎359-1121

多重債務
予約制

市役所 2（火）、16（火）
13：00～16：00

多重債務に関する相談〈弁
護士〉※予約制（消費生活
センター☎320-0666）行徳支所 未実施

人権擁護
市役所 10（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
家庭問題やいじめ、いやがら
せなどの悩み〈人権擁護委
員、弁護士〉男女共同参画課☎322-6700

建築行政
市役所 毎週月・水・金曜日 9:00～17:15

（受付16：30まで）
建築にかかわる民事的な相談

（中高層建築物を含む）〈建
築行政相談員〉建築指導課☎334-1434

労働
予約優先

市役所 3（水）、17（水） 18:00～20:00 労働上のトラブルに関する
相談〈社会保険労務士〉雇用労政担当室☎704-4131※18:00以降電話334-1111

年金
市役所 24（水） 13：00～16：30

（受付16：00まで） 各種公的年金について
〈社会保険労務士〉行徳支所 11（木）

国民年金課☎334-1127
住宅リフォーム
予約優先

市役所 11（木）、25（木） 13:00～16:00 増改築、修繕など<市川住宅
ﾘﾌｫｰﾑ相談協議会相談員>住環境整備課☎704-0064

心配ごと 八幡市民談話室  1（月）、15（月） 10:00～15:00
（13:00からは弁
護士相談もあり）

日常生活での悩みや困ったこ
となど<民生委員児童委員>社会福祉協議会☎320-4001

相談名 会場・日程 相談時間 相談内容〈　〉は相談員

民事一般
　
　
　

総
合
市
民
相
談
課
☎
３
３
４・１
０
０
２ 

予
約・問
い
合
わ
せ

市役所・行徳支所
毎週月～金曜日 8：50～17：00

（受付16：30まで）
民事に関する一般的な相談・
市政案内〈市民相談員〉出張市民相談 大柏出張所 5（金）、19（金）

行政書士
市役所 8（月） 13：00～17：00

（受付16：30まで）
相続手続、遺言書、贈与、成年後見、契
約書、官公署提出書類作成、外国人の
在留等に関する申請など〈行政書士〉行徳支所 15（月）

行政 市役所 24（水） 13：00～15：00
（受付14：30まで）

国、特殊法人などへの苦情や
要望〈行政相談委員〉行徳支所 1（月）

登記
市役所 3（水） 13：00～16：00

（受付15：30まで）
不動産登記、会社登記、境界
問題など〈司法書士・土地家
屋調査士〉行徳支所 17（水）

不動産取引 市役所 1（月）､15（月） 13：00～16：00
（受付15：30まで）

土地・建物の売買や賃貸などのト
ラブル〈宅地建物取引主任者〉行徳支所 8（月）

予
約
制

弁護士法律
（平日）

市役所 4（木）、5（金）、12（金）、
18（木）、19（金）、26（金）

13：00～16：00
相続・遺言、損害賠償、金銭
貸借、離婚、借地借家、成年
後見などの専門的な法律の
知識を必要とする相談〈弁護
士〉〈認定司法書士〉

行徳支所 5（金）、12（金）、26（金）
弁護士法律
（土曜） 市役所 6（土）

司法書士
法律（昼間）

市役所 17（水） 13：00～16：40行徳支所 未実施

司法書士
法律（夜間）

市役所 3（水）、10（水）、
17（水）、24（水） 17:00～20:00
行徳支所 10（水）

税金 市役所 9（火） 13:00～16:00 相続、贈与、売買など税の相談
〈税理士〉行徳支所 16（火）

交通事故 市役所 11（木）、25（木） 10:00～15:00 示談や損害賠償の方法〈県
交通事故相談員〉行徳支所  未実施

 

お
知
ら
せ

♦
♦
♦

12
月
市
議
会
定
例
会
を
開
会

11
月
28
日（
金
）午
前
10
時
か
ら
開

会
予
定
で
す
。傍
聴
希
望
者
は
、日

程
な
ど
を
問
い
合
わ
せ
の
う
え
、

６
階
の
傍
聴
受
付
ま
で
。委
員
会
の

会
議
も
７
人
ま
で
傍
聴
で
き
ま
す
。

ま
た
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
本
会
議
の

生
中
継
と
録
画
放
送
も
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。　　
　

  （
議
会
事
務
局
）

♦
♦
♦

傍
聴
し
よ
う〈
希
望
者
は
直
接
会
場
へ
〉

◆
交
通
対
策
審
議
会

11
月
18
日（
火
）午
前
10
時
～
正
午

／

第
１
委
員
会
室（交

通
計
画
課
）

暮らし

月
の
市
民
相
談

※
弁
護
士
法
律
相
談（
平
日
）の
予
約
は
毎
週
金
曜
日
午

前
８
時
45
分
か
ら
翌
週
分
を
直
通
電
話
で
受
け
付
け
ま

す
※
祝
日
の
相
談
は
休
み
で
す

◆
社
会
福
祉
審
議
会
障
害
者
福
祉

専
門
分
科
会

11
月
19
日（
水
）午
後
１
時
30
分
～
３

時
30
分
／

第
１
の
１
委
員
会
室

（
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
）

◆
子
ど
も・子
育
て
会
議

11
月
20
日（
木
）午
前
10
時
～
正
午

／

第
５
委
員
会
室

（
子
育
て
支
援
課
）

◆
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

11
月
21
日（
金
）午
前
10
時
～
正
午

／

第
５
委
員
会
室
／
先
着
５
人

（
循
環
型
社
会
推
進
課
）

◆
総
合
計
画
審
議
会

11
月
25
日（
火
）午
前
10
時
～
正
午

／

第
５
委
員
会
室
※
入
室
は
会

議
公
開
の
手
続
き
後
。   （

企
画
課
）

◆
社
会
福
祉
審
議
会
高
齢
者
福
祉

専
門
分
科
会

12
月
３
日（
水
）午
後
１
時
30
分
～

３
時
／
市
川
教
育
会
館（
南
八
幡
１

の
10
の
19
）　   （

高
齢
者
支
援
課
）

◆
市
政
戦
略
会
議

12
月
９
日（
火
）午
後
４
時
～
６
時

／

第
１
委
員
会
室
※
入
室
は
会

議
公
開
手
続
き
後
。

（
行
財
政
改
革
推
進
課
）

♦
♦
♦

市
川
都
市
計
画
道
路
３・４・12
号

北
国
分
線
の
都
市
計
画
変
更
の

原
案
縦
覧
及
び
公
聴
会

【
縦
覧
及
び
公
述
申
し
出
期
間
】

11
月
17
日（
月
）～
12
月
１
日

（
月
）※
土・日
曜
日
、祝
日
を
除
く
。

都
市
計
画
道
路
課

【
公
聴
会
】

12
月
８
日（
月
）午
後
７
時

第
１
委
員
会
室

※
申
し
出
が
な
い
場
合
は
中
止
。開

催
の
有
無
は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
川
都
市
計
画
道
路
３・４・12
号

北
国
分
線
の
都
市
計
画
変
更
説
明
会

11
月
22
日（
土
）午
前
11
時
～
正

午
歴
史
博
物
館

市
川
都
市
計
画
道
路
３・６・32
号

市
川
鬼
高
線（
外
環
道
路
東
側
）の

事
業
説
明
会

11
月
29
日（
土
）午
前
11
時
～
正

午
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
分
館

☎
７
０
４・０
０
５
６
都
市
計
画

道
路
課

♦
♦
♦

い
ち
か
わ
景
観
１
０
０
選
マ
ッ
プ
完
成

市
民
の
み
な
さ
ん
が
選
ん
だ
市
内
の

お
気
に
入
り
の
場
所
や
景
観
を
決

定
し
ま
し
た
。み
な
さ
ん
の
写
真
を

活
用
し
た
、い
ち
か
わ
景
観
１
０
０
選

マッ
プ
が
完
成
し
ま
し
た
。

前
回
の
選

定
よ
り
８
年

が
経
過
し
て

い
る
た
め
、

新
し
い
景
観

な
ど
の
変
化
も
味
わ
え
ま
す
。マッ
プ

を
持
っ
て
、さ
ま
ざ
ま
な
景
観
を
探

し
て
く
だ
さ
い
。

配
布
場
所 
ま
ち
並
み
景
観
整

備
課
、
総
務
課
、大
柏
出
張
所
、

ア
イ・リ
ン
ク
タ
ウ
ン
展
望
施
設
、い

ち
か
わ
観
光・物
産
案
内
所
、メ
デ
ィ

ア
パ
ー
ク
市
川
、公
民
館
な
ど
。市

公
式
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
。

☎
７
０
４
・０
０
６
７
ま
ち
並
み

景
観
整
備
課

♦
♦
♦

緊
急
情
報
の
全
国一斉
放
送
試
験

地
震
、津
波
な
ど
の
発
生
時
に
備
え
、

防
災
行
政
無
線
を
使
っ
た
緊
急
情
報

の
情
報
伝
達
訓
練
を
行
い
ま
す
。

11
月
28
日（
金
）午
前
11
時

☎
７
０
４・０
０
６
５
地
域
防
災
課

♦
♦
♦

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

耐
震
改
修
、バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
、省

エ
ネ
ル
ギ
ー
改
修
工
事
の
終
了
後
、

３
カ
月
以
内
に
申
告
書
を
提
出
し

た
場
合
、固
定
資
産
税
の
特
例
措

置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。要
件
は
改

修
、工
事
内
容
に
よ
り
異
な
り
ま
す

の
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
３
３
４・１
１
２
１
固
定
資
産

税
課

♦
♦
♦

雑
が
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
協
力
を

テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー・
菓
子
の
空
き

箱
、包
装
紙
、コ
ピ
ー
用
紙
な
ど
は
、

「
雑
が
み
」と
し
て
リ
サ
イ
ク
ル
で
き

ま
す
。紙
類
を
出
す
日
に
、紙
袋
に

入
れ
る
か
、雑
誌
に
挟
む
、ま
た
は

紐
で
し
ば
っ
て
ご
み
集
積
所
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。※
紙
コ
ッ
プ
や
臭
い
の

つ
い
た
紙
、ア
イ
ロ
ン
プ
リ
ン
ト
紙
、

カ
ー
ボ
ン
紙（
宅
配
便
の
伝
票
な

ど
）、汚
れ
た
紙
、シ
ュレ
ッ
ダ
ー
さ
れ

た
紙
な
ど
は
燃
や
す
ご
み
に
出
し
て

く
だ
さ
い
。

☎
３
２
０・３
９
７
１
循
環
型
社

会
推
進
課

12
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　１２月１日（月）は、国民健康
保険税第５期の納期です。イ
ンターネットやコンビニエンスス
トアでも納められます。

（国民健康保険課）

税の納期の確認を

【改正時期】 平成２７年１０月１日
（木）以降の利用分から

【改正内容】施設ごとに内容は異なりますが、3倍を上限として改正します。また、経
過措置を設け段階的に使用料を引き上げる施設もあります。

【利用範囲の拡大】 公民館などの施設は、空いている時間帯に市民以外の方で
も今後利用できるようになります。予約時期や使用料については市民の方との差
を設けます。
※詳細な料金については、各施設にお問い合わせください。

【対象施設】公民館、勤労福祉センター、市民談話室、男女共同参画センター、地
域ふれあい館、アイ･リンクセンター、アイ・リンクタウン展望施設、急病診療･ふれあ
いセンター集会室、スポーツセンター各施設、市民体育館、テニスコート、中国分ス
ポーツ広場、斎場（火葬料・式場使用料）、霊園（管理料・霊堂使用料）

☎７０４-００１１国民健康保険課

☎３３４-１１１０財政課

　国民健康保険は、病気やけがをした
ときに安心して医療が受けられるよう、
加入者が保険税を出し合い、お互いに
助け合う制度です。
　本市の国民健康保険財政の現状は
高齢化の進行や高度な診療による医
療費の増加などにより収入と支出のバ

ランスが崩れて財源不足となり、赤字
が生じている大変厳しい状況です。
　この赤字の一部解消を図り安定的
な運営を行うため、平成27年度より保
険税率などを下表のように一部改正し
ます。

　国民健康保険税額は、医療分、支援分、介護分の合算額です。

　平成２６年９月議会で、使用料条例及び国民健康保険税条例などの一部
改正案が可決されました。

基礎課税額
（医療分）

後期高齢者支援金等
課税額（支援分）

介護納付金課税額
（介護分）

所得割 ７．３０％
（据え置き）

１．４０％→１．４５％
（＋０．０５％）

１．００％→１．５０％
（＋０．５０％）

平等割 ２０,４００円
（据え置き） ー ー

均等割 １２,０００円
（据え置き）

６,０００円→６,８００円
（＋８００円）

７,２００円→１０,８００円
（＋３，６００円）

課税
限度額

５１０,０００円
（据え置き）

１４0,０００円→１６0,０００円
（＋２０,０００円）

１２0,０００円→１４0,０００円
（＋２０,０００円）

今回の改正部分

◀国府台市民体育館

※介護分が課税されるのは、40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者です。

平成26年9月議会で可決

国民健康保険税率など（年額）



 

月・日 

曜
日　

    　

清 

掃 

地 

域

暮らし

●
自
治（
町
）会・個
人
の
自
主
的
な
清
掃
活

動
で
す
。ご
協
力
く
だ
さ
い
。●
協
力
し
て
い

た
だ
い
た
際
に
揚
げ
ら
れ
た
泥
土
は
市
で
回

収
し
ま
す
。●
泥
土
の
回
収
は
、清
掃
日
直

後
の
月
曜
日
か
火
曜
日（
清
掃
日
が
月・火
曜

日
の
場
合
は
、そ
の
週
）に
伺
い
ま
す
。●
な

お
、一
般
ゴ
ミ
一
般
廃
棄
物
な
ど
は
回
収
し
ま

せ
ん
。●
不
定
期（
臨
時
）に
側
溝
清
掃
す
る

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 （
道
路
安
全
課
）

11・15 

土 

須
和
田（
全
）、北
方
１

11・16 

日 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）、鬼
越

（
全
）、鬼
高（
全
）、新
井（
全
）、

島
尻
、広
尾
１
、日
之
出
、南
行

徳
１・２

11・17 

月 

平
田（
全
）

11・18 

火 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）

11・20 

木 

若
宮
３（
下
町
）、市
川
南
１
～

４
、市
川
２

11・22 

土 

八
幡
６
、東
菅
野
４
の一
部（
古
八

幡
、冨
貴
島
）

11・23 

祝 

高
石
神
、宮
久
保
１（
大
境
）、

河
原
、下
新
宿
、本
塩
、欠
真
間

（
全
）、本
行
徳
、妙
典（
全
）、

塩
焼
、関
ケ
島
、伊
勢
宿
、末
広

（
全
）、相
之
川（
全
）

11・24 

月 

富
浜（
全
）、宮
久
保（
全
）

11・25 

火 

新
田
１・５

11・28 

金 

東
菅
野
４・５（
美
里
苑
）、福
栄

（
全
）

11・29 

土 

本
北
方
１

11・30 

日 

曽
谷
６
・７（
第
５
）、下
貝
塚

（
全
）

12・1 

月 

市
川
４（
根
本
）、北
方
２
、本
北

方
１
の一部（
北
方
中
央
）、国
府
台

（
全
）

12・3 

水 

本
北
方
２

12・4 

木 

本
北
方
３
、北
方
３
、若
宮
２

12・5 

金 

香
取（
全
）、行
徳
駅
前
３・４
、若

宮
３（
上
町
）

12・7 

日 

八
幡
１
、南
八
幡
１（
八
幡
上
・

下
）、押
切
、湊
、湊
新
田（
全
）、

新
浜
１
、南
行
徳
３
・４
、大
洲

（
全
）、大
和
田
１・３・５
、田
尻

４・５
の一部
、原
木
４
、国
分
２・３

（
根
古
屋
）、若
宮
１
、北
方
町
４

（
東
南
・
富
士
見
台
）、曽
谷
１
、

奉
免
町（
ひ
め
み
や
）、柏
井
町

１（
第
１
、東
昌
台
）、柏
井
町
３

（
第
３
団
地
）

12・8 

月 

稲
荷
木（
全
）、真
間
４・５

12・9 

火 

北
国
分（
全
）、中
山
３・４

12・10 

水 

高
谷
、二
俣（
全
）、中
山
１・２

12・14 

日 

中
国
分（
全
）、国
分
１
、大
和
田

２・４
、東
大
和
田（
全
）、大
町
、

大
野
町（
全
）、稲
越
町
、北
方
町

４（
千
足
）、曽
谷
５・８（
第
６
）

12・15 

月 

須
和
田（
全
）、北
方
１
、平
田

（
全
）

12・16 

火 

南
八
幡
１（
し
ら
さ
ぎ
）

12・18 

木 

新
田
２
～
４
、曽
谷
１
～
４（
第
１

か
ら
第
４
）、若
宮
３（
下
町
）、市

川
南
１
～
４
、市
川
２

♦
♦
♦

み
ん
な
で
築
こ
う
人
権
の
世
紀　

考
え
よ
う
相
手
の
気
持
ち　

育
て
よ
う
思
い
や
り
の
心

12
月
４
日（
木
）～
10
日（
水
）は
人

権
週
間
で
す
。人
権
と
は
、人
は
誰

も
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
毎
日
を

あ
た
り
ま
え
に
幸
せ
に
送
れ
る
存
在

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、差
別
を
受
け
る
人
権
問
題

が
あ
り
ま
す
。お
互
い
を
大
切
に
思

う
こ
と
か
ら
は
じ
め
ま
せ
ん
か
。

子
ど
も
の
人
権
ポ
ス
タ
ー
原
画

コ
ン
テ
ス
ト
作
品
展
示

12
月
４
日（
木
）～
10
日（
水
）午

前
10
時
～
午
後
７
時
30
分
※
土
・

日
曜
日
は
午
後
６
時
ま
で
。10
日

（
水
）は
正
午
ま
で
。

メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川

い
ち
か
わ
エ
フ
エ
ム「
中
学
生
人
権
作

文
コ
ン
テ
ス
ト
」優
秀
作
品
朗
読

放
送
日 

12
月
４
日（
木
）～
10
日（
水
）

午
後
０
時
30
分
～
１
時
※
土・日
曜

日
は
、午
後
１
時
～
１
時
30
分

☎
３
２
２・６
７
０
０
男
女
共
同

参
画
課

♦
♦
♦

市
有
財
産
売
却
の一般
競
争
入
札

売
却
物
件 
市
川
南
１
の
２
の
２
０
９

（
ザ 

タ
ワ
ー
ズ 
イ
ー
ス
ト
２
階
、店

舗
用
区
画・借
家
人
付
）

入
札
参
加
申
請
書
類
を
管
財
課
に

提
出
し
入
札
参
加
資
格
有
無
の
確

認
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。詳
し
く
は

市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

入
札
参
加
申
請
期
間 

11
月
28
日

（
金
）ま
で

入
札
日 

12
月
２
日（
火
）

☎
３
３
４・１
１
１
２
管
財
課

♦
♦
♦

新
成
人
の
集
い
の
案
内
状
を
送
付

成
人
と
し
て
の
門
出
を
一
緒
に
祝
い

ま
し
ょ
う
。成
人
式
実
行
委
員
に
よ

る
企
画
や
先
生
か
ら
の
ビ
デ
オ
レ

タ
ー
な
ど
の
催
し
を
行
い
ま
す
。案

内
状
は
11
月
26
日（
水
）に
発
送
し

ま
す
。

平
成
27
年
１
月
11
日（
日
）午
前

10
時
～
午
後
０
時
30
分

文
化
会
館

平
成
６
年
４
月
２
日
～
平
成
７

年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方

☎
３
２
０・３
３
４
３
社
会
教
育
課

♦
♦
♦

文
学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム一部
閉
鎖

開
催
中
の「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
写

真
―
言
葉
に
な
っ
た
市
川
の
風
景
」

は
、11
月
30
日（
日
）で
終
了
と
な
り

ま
す
。企
画
展
示
室
及
び
通
常
展

示
フ
ロ
ア
の
一
部
、資
料
室
を
12
月

２
日（
火
）～
12
日（
金
）、展
示
替
え

の
た
め
閉
鎖
し
ま
す
。

☎
３
２
０・３
３
３
４
文
学
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム 

募
集

♦
♦
♦

「
資
源
物
と
ご
み
の
分
別
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
」に
掲
載
す
る
広
告

市
に
転
入
し
た
方
な
ど
を
対
象
に

配
布
し
て
い
る「
資
源
物
と
ご
み
の

分
別
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」に
掲
載
す
る

広
告
を
募
集
し
ま
す
。

掲
載
料
金 

１
号
広
告
＝
５
０
，

０
０
０
円（
縦
12・５
×
横
８・５ｃｍ
）

フ
ル
カ
ラ
ー
／
２
号
広
告
＝
１
２
５
，

０
０
０
円（
縦
12・５
×
横
17・５ｃｍ
）

フ
ル
カ
ラ
ー

掲
載
位
置
に
つ
い
て
は
先
着
順
。１

号
広
告
に
つ
い
て
は
、２
枠（
横
）ま

た
は
、４
枠
の
利
用
も
可
能
。

募
集
期
間 

11
月
17
日（
月
）～
12
月

５
日（
金
）

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
概
要 

規
格
＝
Ａ
４

版
36
ペ
ー
ジ（
表
紙
込
み
）フ
ル
カ
ラ
ー

（
４
色
刷
り
）／
発
行
部
数
＝
４
５
，

０
０
０
部（
約
１
年
分
）／
配
布
方

法
＝
転
入
届
出
時
に
配
布
す
る

他
、希
望
者
に
配
布

申
請
書
を
持
参
ま
た
は
郵
送
で

循
環
型
社
会
推
進
課（
〒
２
７
２・ 

０
０
２
３
南
八
幡
２
の
18
の
９
）

※
申
請
書
は
市
公
式
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
。

☎
３
２
０・３
９
７
１
同
課

♦
♦
♦

ク
リ
ー
ン
ス
パ
市
川
へ
抽
選
で
無
料
招
待

市
民
の
み
な
さ
ん
に
よ
り
施
設
を

知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
抽
選
で

５
０
０
組
１
，０
０
０
人
を
無
料
で
招

待
し
ま
す
。※
飲
食
な
ど一
部
有
料
。

12
月
８
日（
月
）～
12
日（
金
）

往
復
は
が
き
に
必
要
事
項（
６
面

上
段
参
照
）を
書
き
、11
月
25
日

（
火
）ま
で（
消
印
有
効
）に
ク
リ
ー
ン

ス
パ
市
川（
〒
２
７
２・０
０
１
２
市

川
市
上
妙
典
１
５
５
４
）

☎
３
２
９・６
７
１
１
同
施
設

♦
♦
♦

霊
園
合
葬
式
墓
地
再
募
集

合
葬
式
墓
地
使
用
者
の
受
け
付
け

を
し
ま
す
。

受
付
期
間 

11
月
17
日（
月
）～
平
成
27

年
２
月
28
日（
土
）午
前
９
時
～
午
後

４
時（
年
末
年
始
を
除
く
）※
募
集
数

に
達
し
た
時
点
で
受
け
付
け
終
了
。

申
し
込
み
資
格 

①
市
内
に
引
き
続

き
１
年
以
上
住
民
登
録
が
あ
り
、市

に
実
際
に
お
住
ま
い
の
方
。（
申
し
込

み
日
の
１
年
以
上
前
か
ら
住
所
を

有
す
る
方
）②
遺
骨
１
体
を
保
持
し

て
い
る
方（
１
体
用
納
骨
檀
）③
遺

骨
２
体
保
持
ま
た
は
遺
骨
１
体
保

持
と
生
前
１
人（
２
体
用
納
骨
檀
）

※
そ
の
他
の
資
格
に
つ
い
て
の
詳
細

は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

墓
地
使
用
料 

１
体
用
＝
７
１
，０
０
０

円
、２
体
用
＝
１
４
２
，０
０
０
円

募
集
数 

１
体
用
＝
39
人
、２
体
用

＝
７
人

※
資
格
審
査
を
行
い
、審
査
に
合
格

し
使
用
料
を
納
入
し
た
方
か
ら
随

時
使
用
許
可
し
ま
す
。

霊
園
管
理
事
務
所
で
配
布
の
申

し
込
み
用
紙
に
必
要
事
項
を
書
き
、

同
事
務
所
へ
持
参
。

☎
３
３
７・５
６
９
６
同
事
務
所

 

講
座・催
し

♦
♦
♦

エ
コ
ボ
満
点
カ
ー
ド
で

「
ク
リ
ー
ン
ス
パ
市
川
」へ

11
月
17
日（
月
）か
ら
エ
コ
ボ
満
点
カ
ー
ド

で
ク
リ
ー
ン
ス
パ
市
川
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
な
る
べ
く
平
日
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

先
着
６
５
０
人

☎
３
２
６・１
２
８
４
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア・Ｎ
Ｐ
Ｏ
課

♦
♦
♦

省
エ
ネ
講
座
ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
の
す
す
め

〜「
住
」「
食
」か
ら
生
活
ス
タ
イ
ル
を
見
直
す
〜

「
住
」は
住
ま
い
づ
く
り
と
住
ま
い
方

を
、「
食
」は
エ
コ・ク
ッ
キ
ン
グ
を
題
材

に
省
エ
ネ
対
策
を
学
び
ま
す
。

第
１
部
＝
ス
マ
ー
ト
ラ
イ
フ
の
す
す

め
～
住
ま
い
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
賢
く

使
う
～

第
２
部
＝
エ
コ・ク
ッ
キ
ン
グ
学
習
講

座
＆
エ
コ
ビ
ン
ゴ
ゲ
ー
ム

12
月
17
日（
水
）午
後
１
時
30
分

（
受
け
付
け
は
30
分
前
）～
３
時
30
分

メ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
市
川
グ
リ
ー
ン
ス

タ
ジ
オ先着

２
０
０
人

11
月
17
日（
月
）午
前
９
時
か
ら
☎

３
２
０
・３
１
５
０
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

３
７
６・３
１
７
７
で
環
境
政
策
課

♦
♦
♦

12
〜
２
月
の
無
料
耐
震
相
談
会

木
造
戸
建
住
宅
の
耐
震
診
断
、補

強
方
法
に
つ
い
て
、専
門
の
建
築
士

が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※
相
談
は
１
人
１
時
間
程
度
。

12
月
６
日（
土
）・11
日（
木
）い
ず

れ
も
午
後
１
時
～
４
時
、平
成
27
年

１
月
22
日（
木
）、２
月
12
日（
木
）い

ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
４
時

中
央
公
民
館

午
前
２
人
、午
後
３
人

開
設
日
の
４
日
前
ま
で
に
☎

７
０
４・０
２
７
４
建
築
指
導
課

♦
♦
♦

①
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
セ
ミ
ナ
ー

②
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
個
別
相
談
会

管
理
組
合
の
長
期
運
営
計
画
を
考

え
る
、マ
ン
シ
ョ
ン
の
自
主
防
災
組
織

と
補
助
金
制
度
に
つい
て
。

11
月
29
日（
土
）①
午
後
１
時
30
分

～
４
時
30
分
②
午
前
10
時
～
正
午

南
行
徳
市
民
談
話
室

市
内
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合

役
員
、分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
居
住
者

①
②
と
も
、☎
３
９
９・９
９
３
５

ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ（
兼
用
）で
市
川
市
マ

ン
シ
ョ
ン
管
理
組
合
協
議
会

☎
７
０
４・０
０
６
４
住
環
境
整

備
課

♦
♦
♦

起
業
相
談

市
内
で
起
業
す
る
方
を
対
象
に
起

業
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。中

小
企
業
診
断
士
な
ど
の
専
門
家
が

相
談
に
応
じ
ま
す
。

①
11
月
22
日（
土
）／
い
ち
か

わ
ラ
イ
フ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ク
ラ
ブ（
南

八
幡
４
の
２
の
５
の
２
０
３
）②
12

月
６
日（
土
）／
千
葉
商
科
大
学

（
国
府
台
１
の
３
の
１
）、い
ず
れ
も

午
前
10
時
～
午
後
４
時

同
大
学
Ｗｅ
ｂ
サ
イ
ト
か
ら
申
し
込
み

☎
３
７
３・９
７
５
５
同
大
学
大
学

院
・
社
会
人
教
育
セ
ン
タ
ー
、☎

７
１
１・１
１
４
０
商
工
振
興
課

市民会館建て替えの基本設計方針概要を公開

　基本的な考えに基づき、日常的に使いやすい練習と発表の場としての施設を
目指します。

　詳しくは、市公式Ｗｅｂサイトまたは、文化施設整備担当室でご覧ください。　
　引き続き市民会館の設計を進め、平成27年１月中旬に建て替え計画について
市民説明会を開催します。

多目的ホール

会議室１ 会議室２

（１） （２）

会議室３

（１） （２）

練習室３ 共　用　
ゾーン

スタッフ
　ゾーン

芸術ゾーン文化ゾーン

共　用　
ゾーン

会議室ゾーン

展示室
（ギャラリー）

１

展示室
（ギャラリー）

２

 ☎３００-8０２０文化施設整備担当室

１．市民と 飾八幡宮が、　　　　　　
共に歴史を継承する施設づくり

2．市民の文化力を高める施設づくり

３．市民が出会い、交流する施設づくり
４．市民がいつでも安心できる　　　
施設づくり

各ゾーンのイメージ▶

４つの基本的な考え方を設定しました。

　 １． 文化芸術ゾーン 
　 ２． 会議室ゾーン
　 ３． 共用ゾーン 
　 ４． スタッフゾーン

４つの基本的な考え方を設定しました。

市民会館建て替えの基本設計方針概要を公開

日時 場所・会場 対象・人数 費用・料金 持ち物 申し込み・応募 問い合わせ 行徳支所市役所講師講内容内

広報いちかわ　2014年（平成26年）11月15日　No.15083 暮らし

※高校生以下の学生は半額。
※原付きバイクは第３種一般料金の倍額。
※原則、年額一括納付。
詳しくは市公式Ｗｅｂサイトをご覧ください。

☎３３４-１４８２駐輪・駐車施設担当室

駐輪場の種類 一般料金（年額）
第１種（地下駐輪場） ２５,９２０円
第２種（大野第２、大野第５） １９,４４０円
第３種（上記以外） １２,９６０円

現在駐輪場を使用している方の手続き
　１０月１５日までに申請した方には、１１月７日
に使用許可申請書を発送しました。住所変更
などで届いていない場合は、新規使用希望者
と同じ手続きになります。

新規使用希望の方の手続き
◆使用期間
平成２７年４月１日（水）～平成２８年３月３１日（木）
◆申請書・要領配布場所

駐輪・駐車施設担当室、 総務課、南行
徳市民センター、大柏出張所、各有料駐輪場

（１回使用専用駐輪場を除く）
◆必要書類
①自転車等駐車場使用許可申請書②運転
免許証または健康保険証（高校生以下は学
生証）③原付きバイク（５０ｃｃ）の申請は標識
交付証明書または平成２６年度軽自動車税
納税通知書の写し

平成２７年度

◆受付場所
駐輪・駐車施設担当室、 総務課、各有料駐

輪場（１回使用専用駐輪場を除く）
◆締め切り
１２月５日（金）必着※希望駐輪場に収容台数以
上の申請があった場合は抽選（締め切り後は随時
受け付けしますが、抽選の対象にはなりません）。
※郵送での申請も可（添付書類の不備や申請内
容に誤りがあった場合は無効）。
駐輪場使用料金


